
鈑金１級受験者

塗装２級受験者

　1.総務経営委員会

環境に優しい優良事業所の発掘
スポーツ大会開催（１１月）
組合だより作成（12月）
その他　国交省・県依頼事項の取組

　2.教育委員会

　

３.塗装委員会
ジュニアマイスター教室開催

１１月　鹿屋 上小原小学校・鹿児島 郡山小学校
講習会の開催

見積講習会（教育委員会との合同開催）
自動ブレーキ・ブレーキアシスト等取扱い研修
県技能競技大会開催への検討

　 スキャンツール取扱い研修　など
4.事業委員会

共同購買品（作業服・靴・シートカバー・吸い取り君）を
拡充する　例：ハンドルカバー・シフトカバー・足マット

ホームページに取扱い品を掲載
支部例会にサンプル品（作業服等）展示
　 及び福祉共済・賠償共済の説明(保険代理店）
扱い商品のオリジナル広告作成
事故ナンバー再交付　１４００台を目指す

国家技能検定取得者の拡充（鈑金・塗装）と地位向上

測定希望者は組合事務所へ連絡

年間組合事業計画について
6/23　各委員会及び理事会開催

マイナンバー制度への準備は・・・万全ですか？

昨年、車体整備技術講習会を計画いたしましたが、参加者が
少なくて中止致しました。今年も募集計画を致しております。ま
た、ウインチ講習会も予定していますので多数の参加をお願い
いたします。

車体整備受講生募集
ウインチ特別講習会開催について

（１０月開催予定）

６月２３日年間計画の策定に向けた 各委員会の開催を行い下
記の事業計画を策定致しましたのでご案内致します。

宮内直樹（鹿児島日産自動車） 山口敬也（南九州日野自動車）

堀 内 泰 志 ・ 長 倉 周 作 （ 寿 自 動 車 工 業 ）

有村俊彦（マイカーボデー有村）

７月９日 環境に優しい優良事業表彰式があり、鹿児島日
産自動車ＢＰセンターが表彰を受けました。尚、九州運輸
局長表彰は１０月福岡にて鹿児島トヨペットＢＰセンター
が表彰予定です。また、今期はネッツトヨタ鹿児島テクノ
アートが取組を行っています。各事業所の皆さまも、積極
的に参加をお願い致します。

鹿児島県自動車車体
整備協同組合

２７年度　国家技能検定受験者及び
講習・検定日程のご案内

第２６８号 車体組合 ＦＡＸ ニュース
発効日 平成２７年８月発行

発行者

塗装ブース環境測定を低価格で協定

６月７日 鹿児島県吹上高等専門学校にて、塗装技能検定合
格に向け ９名（宮崎県１名）が講習会に参加。７月２５日実技試
験に望みました。当日は暑い中を合格に向けて４時間の奮闘、
結果は中々の出来栄え、あとは８月23日の学科試験を残すの
みです。また、鈑金部門は、６月８日同学校にて、２名が参加し７
月１１日実技試験を実施、両名とも合格ラインの出来栄えでし
た。残り８月２３日の学科講習会と９月６日の学科試験を頑張る
のみです。合格発表は10月2日予定。

（別紙の協定内容を参照してください）

７/9　鹿児島運輸支局表彰
環境に優しい優良事業表彰

有村俊彦（マイカーボデー有村） 市川 雅章（鹿児島トヨペット）

西田真也・井上洋平（岩﨑自動車鈑金塗装）

自動ブレーキについてスキャンツール対応研修（１月予定）

塗装ブースの作業環境測定は年２回実施し、その記録を３年間保
管することが義務付けられています。この度、組合は格安の料金で
実施する業者との協約を結びましたのでご案内致します。窓口を
一本化（組合事務所を通じて）することで低料金・効率化を図りま
した。

車体整備士・２級ガソリン・シャシ　講習受講生の募集
ウインチ特別研修の募集（９月）
事故･見積講習会（１０月予定）

7/18　デントリペア研修会
青年部１３名参加

日車協連「見える化」への実態調査について

７月１８日午後より青年部１３名による、デントリペア研修会を開
催致しました。専門講師を招いての実践形式での研修をおこな
いました。終了後懇親会を開催し親睦を深めています。

７月３０日全事業所へ日車協連の「優良な車体整備工場の見
える化へ向けた実態調査」をＦＡＸ送信致しました。日刊自動
車新聞でも３回（日刊新聞情報でＦＡＸ済み）に分けて掲載さ
れ、最近の技術革新による車体整備業の高度技術化と設備の
充実・高技能の習得は避けて通れない状況にある。また、安
心・安全な車体整備の実現に向けて顧客に選ばれる工場をア
ピールするための実態調査です。８月７日までにご返答をお願
い致します。

県自動車車体技能士会の設立と技能向上に努める
技能士ワッペン又は社会的アピールできる物を作る

１０月より国民一人一人に12桁の個人番号と各事業社への法人

番号13桁が付与されます。１月から運用が開始され、社会保障・税

金・災害対策に活用されることになっております。各事業所の対応

として、パソコンによる給与・経理等のシステムを行っている事業所

は、システムの手直しが必要です。また、社会保険・雇用保険の手

続きを行っていない事業所は早急な対応が要求されます。取扱い

については個人情報から罰則（200万円以下懲役）の規定もありま

す。


